
東京都エイズ専門家会議設置要綱  

 

 

第１ 設置 

  東京都におけるエイズ対策の推進に関し、専門的な立場から意見を提言するための機関 

 として、東京都エイズ専門家会議（以下「専門家会議」という。）を設置する。  

第２ 検討事項 

  専門家会議は、次に掲げる事項を検討し、必要に応じて東京都知事（以下「知事」とい 

 う。）に意見を具申する。 

  (1) 東京都におけるエイズ対策の推進に関すること  

  (2) その他エイズ対策の推進上必要な事項に関すること  

第３ 構成 

  専門家会議は、各界の有識者及び東京都職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する 

 委員をもって構成する。 

第４ 委員の任期 

 １ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

 ２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

第５ 座長及び副座長 

 １ 専門家会議に座長及び副座長を置く。 

 ２ 座長は委員の互選により、副座長は座長の指名により選任する。  

 ３ 座長は、専門家会議の会務を総理する。  

 ４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。  

第６ 小委員会 

 １ 専門家会議は、必要があるときは小委員会を設けることができる。  

 ２ 小委員会は、座長が指名する委員長及び委員をもって構成する。  

第７ 招集等 

 １ 専門家会議は、座長が招集する。 

 ２ 座長は、必要に応じて専門家会議又は小委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他 

  の方法で意見を聴くことができる。 

第８ 庶務 

  専門家会議及び小委員会の庶務は、福祉保健局健康安全部感染症対策課において処理する。 

第９ 補則 

  この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営その他この要綱の施行に関して必要な 

 事項は、座長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成４年５月６日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成４年１０月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成９年２月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  



   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 


